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車 両 仕 様 書 ① 

 

１．件  名  軽四貨物自動車メンテナンスリース契約 

 

２．対象車両 

  軽四貨物自動車（新車）軽バン１台 

  ※規格等の詳細は、別紙２「車両仕様書②」のとおりとする。 

 

３．メンテナンスリース期間 

  下表のとおりとする。 

車両 

No. 
課   名 

号車 

番号 
メンテナンスリース期間 

1 下水道施設管理課 １３ 
令和７年１０月 1日から令和１２年５月３１日までの 

５６か月間 

 

４．メンテナンスリース契約に含まれる項目 

 （１）車両代金 

 （２）自動車税及び自動車重量税 

 （３）自動車損害賠償責任保険 

 （４）登録その他諸費用（リサイクルに関する費用を含む） 

 （５）車両継続検査（車検） 

 （６）法定点検（１年ごと） 

 （７）一般整備（緊急時の点検・整備を含む） 

 （８）エンジンオイル交換（点検ごとまたは必要に応じて） 

 （９）タイヤ交換（スリップサイン（１．６ｍｍ）以下または必要に応じて） 

 （１０）バッテリーの充電と交換（容量不足時または必要に応じて） 

 （１１）消耗部品交換等（ライト等の電球、ワイパーゴム、ベルト類等の交換及びウインドウ 

ウォッシャー液の補充等） 

 

５．メンテナンス責任の範囲外の事項 

 （１）局（使用者）の故意もしくは重大な過失に起因する修理等 

 （２）経年変化等による自動車本体及び付属品の腐食・老化・退色の修理・復元等 

 

６．報告等 

 （１）点検業務について、点検月に合わせて事前に点検案内等を行うこと。 

 （２）局の要求に基づき、実施した各種点検整備において、点検実施後は点検整備記録簿を作成し 

提出すること。 
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７．その他 

 （１）文字入れ等の詳細については、落札後に担当者と打ち合わせること。 

 （２）メンテナンスリース期間終了後の車両については、速やかに車体表示を抹消すること。 

（３）メンテナンス工場については、大分市内に自社整備工場がある、または大分市内に整備工場を有

する業者と整備代行の契約ができること。要望として、可能な限り大分市登録の地場事業者を採

用していただきたい。 

 （４）月間走行距離については、平均１，０００㎞未満とする。 


